
「安全安心の店宣言」への取り組みについて 
 
 
１．「安全安心の店」の趣旨について 
  市民が安全安心に飲食できる店であることをアピールするため、酒類を提供する店舗に 
   ① 飲酒運転の撲滅 
   ② 暴力団の排除 
   ③ 健全な営業 
 を推進する「安全安心の店宣言」を行っていただき、店舗入り口に「安全安心の店ステッ

カー」を貼付するとともに、店内に宣言書を掲示して、市民に安心して利用してもらえる

ようにするもの。 
  宣言していただいた店舗は、「安全安心宣言の店」として、宗像市のホームページで紹介

します。 
 ※ ただし、宣言に背き違反行為等を認めた場合には、宣言書及びステッカーを返納して

いただくとともに、ホームページからも抹消となります。 
 
２．申し込み要領 
  次頁の申込書を印刷して、必要事項を記入し、宗像市役所生活安全課までＦＡＸ（０９

４０－３７－１２４２）又は郵送（〒８１１－３４９２ 宗像市東郷一丁目１番１号）も

しくはご持参ください。 
  申し込みいただいた店舗には、申込書の内容に従い、市のホームページにおいて店舗の

紹介等を行います。 
  また、「安全安心宣言書」及び「安全安心の店ステッカー」については、申し込みが確認

できた店舗から随時郵送いたしますので、「宣言書」の店内掲示、「ステッカー」の入り口

貼付をお願いします。 
 
３．問い合わせ先 

担  当 電話番号 
宗像市役所 生活安全課 ３６－５０５０ 
宗像警察署 交通課 ３６－０１１０（内線４１２） 

   






